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職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 新旧対照表 

新 旧 

第１条 職員の給与に関する条例の一部改正 第１条 職員の給与に関する条例の一部改正 

  （勤勉手当）   （勤勉手当） 

 第１６条の７ 略  第１６条の７ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

  当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ

ぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職

員にあっては、退職し、又は死亡した日現在

。次項において同じ。）において受けるべき

扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に、６月に支給す

る場合には１００分の９５、１２月に支給す

る場合には１００分の１０５を乗じて得た額

の総額 

⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれ 

ぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した

職員にあっては、退職し、又は死亡した日

現在。次項において同じ。）において受け

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地

域手当の月額の合計額を加算した額に１０

０分の９５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給す

る場合には１００分の４５、１２月に支給

する場合には１００分の５０を乗じて得た

額の総額 

⑵ 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５

を乗じて得た額の総額 

 ３～５ 略 ３～５ 略 

 別表第１（第３条関係） 別紙のとおり  別表第１（第３条関係） 別紙のとおり 

  

第２条 職員の給与に関する条例の一部改正 第２条 職員の給与に関する条例の一部改正 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第１６条の７ 略 第１６条の７ 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で

定める割合を乗じて得た額とする。この場合に

おいて、職員に支給する勤勉手当の額の、次の

各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ

れ当該各号に定める額を超えてはならない。 

⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 ⑴ 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 
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当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそ

れぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に１

００分の１００を乗じて得た額の総額 

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそ

れぞれの基準日現在（退職し、又は死亡し

た職員にあっては、退職し、又は死亡した

日現在。次項において同じ。）において受

けるべき扶養手当の月額及びこれに対する

地域手当の月額の合計額を加算した額に、

６月に支給する場合には１００分の９５、

１２月に支給する場合には１００分の１０

５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に１００分の４７

．５を乗じて得た額の総額 

⑵ 前項の職員のうち再任用職員 当該再任

用職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給す

る場合には１００分の４５、１２月に支給

する場合には１００分の５０を乗じて得た

額の総額 

   

第３条 白岡市任期付市費負担教職員の任用、給与

に関する条例の一部改正 

第３条 白岡市任期付市費負担教職員の任用、給与

に関する条例の一部改正 

別表第１（第５条関係） 

   市費負担教職員給料表 

職員の区分 号給 給料月額（円） 

再任用教職員 

以外の教職員 

１ ２０７，４００ 

２ ２０９，１００ 

３ ２１０，７００ 

４ ２１２，４００ 

５ ２１４，２００ 

６ ２１５，８００ 

７ ２１７，５００ 

８ ２１９，１００ 

９ ２２０，９００ 

１０ ２２２，８００ 

１１ ２２４，７００ 

１２ ２２６，６００ 

１３ ２２８，１００ 

１４ ２３０，１００ 

１５ ２３２，１００ 

１６ ２３４，１００ 

１７ ２３５，９００ 

１８ ２３８，６００ 

１９ ２４１，３００ 

 
２０ ２４４，０００ 

別表第１（第５条関係） 

   市費負担教職員給料表 

職員の区分 号給 給料月額（円） 

再任用教職員 

以外の教職員 

１ ２０４，０００ 

２ ２０５，７００ 

３ ２０７，３００ 

４ ２０９，０００ 

５ ２１０，８００ 

６ ２１２，４００ 

７ ２１４，１００ 

８ ２１５，７００ 

９ ２１７，５００ 

１０ ２１９，４００ 

１１ ２２１，３００ 

１２ ２２３，２００ 

１３ ２２４，７００ 

１４ ２２６，７００ 

１５ ２２８，７００ 

１６ ２３０，７００ 

１７ ２３２，５００ 

１８ ２３５，２００ 

１９ ２３７，９００ 

 
２０ ２４０，６００ 
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２１ ２４６，６００ 

２２ ２４９，４００ 

２３ ２５２，０００ 

２４ ２５４，７００ 

２５ ２５７，０００ 

２６ ２５９，４００ 

２７ ２６１，９００ 

２８ ２６４，１００ 

２９ ２６６，６００ 

３０ ２６８，９００ 

３１ ２７１，１００ 

３２ ２７３，２００ 

再任用教職員  ２７４，３００ 
 

２１ ２４３，２００ 

２２ ２４６，０００ 

２３ ２４８，６００ 

２４ ２５１，３００ 

２５ ２５３，８００ 

２６ ２５６，２００ 

２７ ２５８，７００ 

２８ ２６１，０００ 

２９ ２６３，６００ 

３０ ２６６，０００ 

３１ ２６８，２００ 

３２ ２７０，４００ 

３３ ２７２，５００ 

再任用教職員  ２７４，３００ 
 

  

第４条 白岡市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部改正 

第４条 白岡市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部改正 

  （給与に関する特例）   （給与に関する特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３７６，０００ 

２ ４２２，０００ 

３ ４７２，０００ 

４ ５３３，０００ 

５ ６０８，０００ 

２～５ 略 

 第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて

採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）には、次の給料表を適用する。 

号給 給料月額（円） 

１ ３７５，０００ 

２ ４２２，０００ 

３ ４７２，０００ 

４ ５３３，０００ 

５ ６０８，０００ 

２～５ 略 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


